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男女共同参画会議決定 

 
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する 

専門調査会の設置について 

 

 

 男女共同参画会議の審議をサポートするため、現在、四つの専門調査会（参考２）

が設置されているが、このうち、少子化と男女共同参画に関する専門調査会につ

いては、設置に係る調査が終了したため、これを廃止することとし、同専門調査

会の調査の成果を踏まえ、新たに以下の専門調査会を設置する。 

 

【新たに設置する専門調査会】 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査会 

 

 目的 

男女がともに、人生の各段階において、仕事、家庭生活、地域生活、個人

の自己啓発等、様々な活動を自らの希望に沿って展開できる社会の実現を目

指し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に係る調査検

討を行う。 

・ワーク・ライフ・バランスの意義・重要性や、取組の大きな方向性等に

関する調査検討 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資する統計データや事例等の分析 等 
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資料１ 
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  男女がともに、人生の各段階において、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、

自らの希望に沿った形で、バランスをとりながら展開できる状態のこと。  

１．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは？ 

 
◆ 男性も家事・育児・介護、地域活動の希望を実現 

◆ 女性も家庭生活と両立し、キャリア形成や再就職が可能

◆ 社会活動、自己啓発により、個人の可能性が拡大 

◆ 高齢者も意欲と能力に応じ就労 

◆ 生涯にわたり、心身ともに健康と活力を維持 
 

ひとりひとりが、様々な希望を実現し、豊かさを実感 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する調査審議に当たっての考え方 

２．調査審議の在り方 

  
● 仕事と生活に関する意識      ● 働き方や様々な活動に関わる制度・慣行 

● 職場の在り方・マネージメント   ● 仕事と生活の調和を支える多様なサービス 

検討事項の例 

 
■ 出産・子育て期の女性だけでなく、すべての人の、人生の各段階におけるワーク・ライフ・バランスについて検討    
■ 企業における取組を中心としながら、公務、第一次産業、教育・研究部門等、幅広い仕事の領域を視野に入れて検討  
■ 個人、企業、ＮＰＯ等の民間団体、国・地方の行政等、様々な推進主体の期待される役割について検討 

検討の視点 

活力に満ちた企業・組織 
（人材の多様性、仕事への意欲の向上 等） 

家庭生活の充実 
（子育ての充実、家族の触れ合い 等） 

地域の活性化 
（地域活動への参画、交流の拡大 等） 



（参考２） 

男女共同参画会議専門調査会の改組（イメージ図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画会議 
 

議長（内閣官房長官）   １人 

国務大臣        １２人 

有識者議員       １２人 

基本問題専門調査会 

 

 

男女共同参画の基本的
な考え方にかかわるも
の、及び基本的な考え
方にかかわりが深く国
民の関心も高い個別の
重要課題について調査
検討を行う。 
 

女性に対する暴力に関
する専門調査会 
 
 
配偶者等からの暴力、
性犯罪、売買春、セク
シュアル・ハラスメン
ト、ストーカー行為等
の各分野を念頭におき
つつ、今後の施策の在
り方などについて調査
検討を行う。 

少子化と男女共同参画
に関する専門調査会 
 
 

統計データ等の分析を
通じて、少子化と男女
共同参画の関係につい
て調査検討を行う。 
 
 
設置に係る調査の終了

に伴い廃止 

監視・影響調査専門調
査会 
 
 

各府省において男女共
同参画基本計画が着実
に実施されているか等
について調査検討を行
うとともに、男女共同
参画社会の形成に影響
を及ぼす政府の施策な
どについて調査検討を
行う。 

仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）
に関する専門調査会 
 

仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バラン
ス）の推進に係る調査
検討を行う。 
 

 
新たに設置 

 

発展的に改組 


